
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  名目役員に対する報酬                   

Ｑ：取締役が退任することになりましたの

で、自分の妻を新任の取締役にしようと思っ

ています。妻は専業主婦ですが報酬を支給し

ても問題ありませんか？                                  

                                             

Ａ：職務に対して妥当な報酬であれば問題

ありません。 

【解説】 

法人税では、会社の支給する役員報酬が、

定款又は株主総会等の決議によって、あらか

じめ定められた支給基準に基づいて規則的に

支給されており、その報酬の額が適正である

と認められるものであれば損金の額に算入さ

れることになっています。報酬額が適正であ

るかどうかは、実質基準又は形式基準によっ

て判定されます。 

ところで、こ質問の場合、専業主婦である

奥さんを役員にするということですが、奥さ

んが会社の経営に従事していないのであれば、

奥さんに支給する役員報酬は税務上の役員報

酬とはならず、その支給が、単にあなたの給

与所得の分散を図るものであると認められる

場合は、あなたに対して支払われた報酬とし

て認定されることになります。また、非常勤

役員として経営に従事しているということで

あれば、その職務の内容、職務の従事度合、

役員としての経験年数、会社の業種・規模・

所在地、会社の収益の状況、使用人に対する

給料の支給状況、同種同規模法人の役員報酬

の支給状況等を総合的に勘案してその報酬額

が適正かどうか判断され、適正と認められる

金額までは損金の額に算入されます。 
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